
 

 

事 務 連 絡 

平成 26 年 10 月 20 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中 

 

 

  厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器・再生医療等製品審査管理室 

                厚生労働省医薬食品局安全対策 課 

                  

 

 

プログラム医療機器特別講習会の実施について（依頼） 

 

 

標記について、別添のとおり、登録講習機関である公益財団法人総合健康推

進財団から、薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係

省令の整備等に関する省令附則第三条第三項において準用する同省令による改

正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施

行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習の実施についての報告

がありましたので関係団体等に周知方お願いいたします。 

 

 

 












